
病院は地域の方々の健康をサポートする社会的使命を

持っています。患者さまのみならずご家族、面会者、職員

を含む全ての方々の受動喫煙を防止する観点から、

敷地内全面禁煙となっております。

入院患者さまにおかれましては、

タバコ及びライター等の持ち込みもできません。

ご協力よろしくお願い致します。

敷地内とは、病院建物内・病院玄関前・病院駐車場など

を含め、病院敷地内全域を指します。

皆様のご理解とご協力をお願い致します。

敷地内全面禁煙

西宮渡邊脳卒中・心臓リハビリテーション病院
施設基準掲示管理番号:2100-25-7000-2



　入院時、療養費以外に下記サービスに係る費用は患者様負担となります。

コピー代

床頭台・テレビ　使用料

冷蔵庫　使用料

1枚につき ¥55

１日につき ¥150

1日につき ¥100

診察券再発行料 1枚につき ¥110

診療録開示 基本料 1回につき ¥5,500

自費 CD-R作成料 1枚につき ¥3,300

DVD作成料 1枚につき ¥5,500

身体障害者診断書・意見書 1枚につき

自動車損害賠償責任保険後遺症診断書 1枚につき ¥2,200

¥6,600 ¥12,100

国民年金厚生年金保険診断書 1枚につき ¥12,100

成年後見用診断書 1枚につき ¥6,600

入院証明書（保険会社書式） 1枚につき ¥4,400

死亡診断書 1枚につき ¥4,400

診断書（当院書式） 1枚につき ¥3,300

診断書（保険会社書式） 1枚につき ¥4,400

通院証明書 1枚につき ¥2,200

おむつ証明書 1枚につき ¥2,200

療養費以外に係る費用 単位 金額（税込）

文書 受領証明書 1枚につき ¥2,200

4人部屋
1日につき ¥2,750

401号室、402号室

保険外併用療養費・療養費以外に係る費用についての説明書

保険外併用療養費 単位 金額（税込）

室料 2人部屋
1日につき ¥3,300

411号室

社会医療法人 渡邊高記念会
西宮渡辺脳卒中・心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

施設基準掲示管理番号:2100-25-7001-02



項目名

医療DX推進体制整備加算 （医療DX） 第1046号

感染対策向上加算2（連携強化加算・サーベイランス強化加算・抗菌薬使用体制加算） （感染対策2） 第22号

データ提出加算Ⅰ　ロ（医療法上の許可病床数２００床未満） （データ提） 第271号

認知症ケア加算2 （認ケア） 第295号

回復期リハビリテーション病棟入院料1 （回１） 第50号

項目名

心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 （遠隔ペ） 第79号

二次性骨折予防継続管理料２ （二骨継2） 第114号

二次性骨折予防継続管理料３ （二骨継3） 第304号

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 （遠隔持陽） 第437号

心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）、初期加算 （心Ⅰ） 第80号

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）、初期加算 （脳Ⅰ） 第414号

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） （外在ベⅠ） 第169号

入院ベースアップ評価料（60） （入ベ60） 第4号

項目名

入院時食事療養/生活療養（Ⅰ） （食） 第119166号

酸素の購入単価 （酸単） 第87472号

掲示物管理番号：2100-25-7001-4

受理番号

その他

受理番号

社会医療法人渡邊高記念会　西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院

施設基準一覧表
地方厚生局長に届け出た項目は以下の通りです

2025年4月1日

基本診療料

受理番号

特掲診療料



届出等に関する事項

西宮渡邊脳卒中・心臓リハビリテーション病院
施設基準掲示管理番号:施設基準掲示管理番号:2100-24-7001-01-2

※届出内容一覧については別途参照

●医療情報取得加算
当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴や薬剤情報・特定健診情報その他必要な診療情報を
取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

●医療DX推進体制整備加算

当院は医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っています。

・オンライン請求を行っています。

・オンライン資格確認を行う体制を有しています。

・電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室において、閲覧又は活用できる体制を有しています。

●一般名処方加算
・当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に
向けた取り組みなどを実施しています。

・一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。
・一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります。
・後発医薬品があるお薬については説明の上、一般名処方を行う場合がございます。
・また、⾧期収載品（既に特許が切れている先発医薬品）を患者さんがご希望の場合は、選定療養となることを
説明の上、処方する場合がございます。

●生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱ
・当院では患者の状態に応じて、28日以上の長期処方を行うことへの対応が可能です。



入院時の食事に関して

西宮渡邊脳卒中・心臓リハビリテーション病院
施設基準掲示管理番号:2100-24-7001-07

当院は入院時食事療養（Ⅰ）に関する届出を行っており、
それに基づいて入院患者さまの食事を提供しております。

この入院時食事療養（Ⅰ）による食事の提供は、
管理栄養士によって管理された食事を
適時（夕食については午後6時以降）、適温で提供するものです。



当院では、平成22年4月1日より医療の透明化や
患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる
明細書を無料で発行することと致しました。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方に
ついても、平成30年4月1日より明細書を無料で発行すること
と致しました。

明細書には使用した薬剤や検査の名称など、
診療内容に関する「個人情報」が記載されていますので、
お取り扱いには十分にご注意いただきますようお願い致します。
ご家族の方が代理で会計を行う場合のその方への交付も含め
明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出てください。

なお、明細書の発行に若干時間がかかる場合もあります。
また、紛失等による再発行は１枚550円いただきますので
あらかじめご了承下さい。

明細書発行についてのお知らせ

明細書の発行を希望されない方は
会計窓口にてお申し出ください

西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院
掲示物管理番号:2100-24-7001-7



日勤帯
（朝8時30分から夕方17時30分まで）

準夜勤帯・深夜勤帯
（夕方16時から翌朝9時30分まで）

看護要員1人あたりの
受け持ち数は11人以内です

看護要員1人あたりの
受け持ち数は17人以内です

4階病棟 看護師・看護補助者の人員配置

当病棟では1日に7人以上の看護要員が勤務しています


